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香川県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和２年10月14日 

香川県知事  浜  田  恵  造   

香川県規則第56号 

   香川県税条例施行規則の一部を改正する規則 

 香川県税条例施行規則（昭和29年香川県規則第16号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（県民の福祉の増進に寄与する寄附金） （県民の福祉の増進に寄与する寄附金） 

第16条の２ 条例第33条第２号の規則で定める寄附金は、次に掲げる寄附金

とする。 

第16条の２ 条例第33条第２号の規則で定める寄附金は、国立大学法人、独

立行政法人、日本赤十字社及び社会福祉法人が開設する県内の病院（医療

法（昭和23年法律第2 0 5号）第１条の５第１項に規定する病院をいう。）

における業務に充てるためにそれらの法人に対して支出された寄附金とす

る。 

(１) 独立行政法人、日本赤十字社又は社会福祉法人が開設する県内の病

院（医療法（昭和23年法律第2 0 5号）第１条の５第１項に規定する病院

をいう。）における業務に充てるために当該法人に対して支出された寄

附金 

 

(２) 国立大学法人、学校法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構が

設置する県内の大学（学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定

する大学をいう。）又は高等専門学校（同法第１条に規定する高等専門

学校をいう。）における業務に充てるために当該法人に対して支出され

た寄附金 

 

  

第４号様式（その１）（納税通知書の裏面）及び第４号様式（その２）（納税通知書の裏面）中「平成26年１月１日」を「令和３年１月１日」に、「特例

基準割合」を「延滞金特例基準割合」に、「（租税特別措置法第93条第２項）」を「とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％の

割合を加算した割合をいいます。」に改め、「国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年

１％を加えた割合です。」を削り、「並びに平成25年12月31日」を「、平成25年12月31日」に改め、「期間にかかる延滞金」の次に「並びに平成26年１月１

日から令和２年12月31日までの期間にかかる延滞金」を加える。 

第４号様式（その３）及び第４号様式（その４）を次のように改める。 
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第４号様式（その３）（第３条関係） 

 

 
 

県 た ば こ 税 納 税 通 知 書              
年  月  日

 納税者の住所及び氏名又は名称 様 
香川県県税事務所長 □印

 次のとおり賦課決定したので納期限までに納付してください。 

 

 年  度 徴 収 番 号  

 年度   

 課 税 標 準 数 量 税 率 税   額 納 期 限  

 
旧３級品の紙巻きたばこを除

く 製 造 た ば こ 
本 

  円

1,000本  円   

 
旧 ３ 級 品 の 

紙 巻 き た ば こ 
本 

  円

1,000本  円 年  月  日  

 合         計 円   

 
課税の根拠 地方税法第74条の２、第74条の３、香川県税条例第１条 

 
納期限までに納付しなかった場合の措置 

納期限までに納付しなかった場合には、督促及び滞納処分が行われます。 
 

不服がある場合 
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

香川県知事に書面で審査請求をすることができます。 
処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に香川県を被告（被告の代表者は香川県知事）として提起する
ことができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ
ないとされていますが、以下の場合は裁決を経ないでも、処分の取消しの訴えを提起することが
できます。 

  ①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき。 
  ②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
  ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

延滞金について 
納期限までに完納されないときは、延滞金の納付が必要です。 

[延滞金の計算方法] 
○納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、税額に次の表の年当たりの割合 
をかけて計算します。 

○閏
じゅん

年の日を含む期間についても3 6 5日当たりの割合とします。 

○延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の 
全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

○算出された延滞金額に1 0 0円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満 
であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

期  間 原則 
令和３年１月１日以後の特例 
延滞金特例基準割合が年7 . 3％ 
の割合に満たない場合に適用 

納期限の翌日から１月を経過する日までの 
期間 

年7 . 3％ 
延滞金特例基準割合＋年１％ 
上限年7 . 3％ 

納期限の翌日から１月を経過した日以後の 
期間 

年14.6％ 
延滞金特例基準割合＋年7 . 3％ 
上限年14.6％ 

※延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％の割合を 
加算した割合をいいます。 

※法人県民税、法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金（地方税法第65条及び72条の45の２）、平成 
25年12月31日以前の期間にかかる延滞金並びに平成26年１月１日から令和２年12月31日までの期間
にかかる延滞金の計算は、別の割合が適用されます。 

※その他、地方税法に特別の定めのある期間については、それぞれの規定が適用されます。 
 
納付場所 
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第４号様式（その４）（第３条関係） 

 

 

 

軽 油 引 取 税 納 税 通 知 書              
年  月  日  

 納税者の住所及び氏名又は名称 様 
香川県県税事務所長 □印  

 
 次のとおり賦課決定したので納期限までに納付してください。 
 年 度 徴 収 番 号  

 年度   

 課税の
対 象 

  

 課 税 標 準 量 税 率 税 額 納 期 限  

  円 円 年  月  日  

 
課税の根拠 地方税法第144条の２（第144条の22、第144条の25）、香川県税条例第１条 

 
納期限までに納付しなかった場合の措置 

納期限までに納付しなかった場合には、督促及び滞納処分が行われます。 
 

不服がある場合 
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月

以内に、香川県知事に書面で審査請求をすることができます。 
処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６月以内に香川県を被告（被告の代表者は香川県知
事）として提起することができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起するこ
とができないとされていますが、以下の場合は裁決を経ないでも、処分の取消しの訴え
を提起することができます。 

  ①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき。 
  ②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が

あるとき。 
  ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

延滞金について 
納期限までに完納されないときは、延滞金の納付が必要です。 
[延滞金の計算方法] 
○納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、税額に次の表の年当たりの割合 

をかけて計算します。 

○閏
じゅん

年の日を含む期間についても3 6 5日当たりの割合とします。 

○延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の 
全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

○算出された延滞金額に1 0 0円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満 
であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

期  間 原則 
令和３年１月１日以後の特例 
延滞金特例基準割合が年7 . 3％ 
の割合に満たない場合に適用 

納期限の翌日から１月を経
過する日までの期間 

年7 . 3％ 
延滞金特例基準割合＋年１％ 
上限年7 . 3％ 

納期限の翌日から１月を経
過した日以後の期間 

年14.6％ 
延滞金特例基準割合＋年7 . 3％ 
上限年14.6％ 

※延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％ 
の割合を加算した割合をいいます。 

※法人県民税、法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金（地方税法第65条及び72条の45の 
２）、平成25年12月31日以前の期間にかかる延滞金並びに平成26年１月１日から令和２年
12月31日までの期間にかかる延滞金の計算は、別の割合が適用されます。 

※その他、地方税法に特別の定めのある期間については、それぞれの規定が適用されます。 
 
納付場所 
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 第４号様式（その５のイ）（納税通知書の裏面）、第４号様式（その５のロ）（納税通知書の裏面）及び第４号様式（その６）（納税通知書の裏面）中「

平成26年１月１日」を「令和３年１月１日」に、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に、「（租税特別措置法第93条第２項）」を「とは、租税特別

措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％の割合を加算した割合をいいます。」に改め、「国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各

年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年１％を加えた割合です。」を削り、「並びに平成25年12月31日」を「、平成25年12月31日」に改め、

「期間にかかる延滞金」の次に「並びに平成26年１月１日から令和２年12月31日までの期間にかかる延滞金」を加える。 

第４号様式（その７）及び第４号様式（その８）を次のように改める。 
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第４号様式（その７）（第３条関係） 

 

 

 

 

鉱 区 税 納 税 通 知 書 
年  月  日  

 納税者の住所及び氏名又は名称 様 
香川県県税事務所長 □印   

 
 次のとおり賦課決定したので納期限までに納付してください。 

 年  度 徴 収 番 号  

 年度   

 課税の 
対 象 

  
 

 課 税 標 準 税  率 月割 税    額 納  期  限  

 
 円  12  円 年  月  日 

 

 
課税の根拠 地方税法第178条、香川県税条例第１条 
 
納期限までに納付しなかった場合の措置 

納期限までに納付しなかった場合には、督促及び滞納処分が行われます。 
 

不服がある場合 
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内

に、香川県知事に書面で審査請求をすることができます。 
処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６月以内に香川県を被告（被告の代表者は香川県知事）として
提起することができます。 
なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することが

できないとされていますが、以下の場合は裁決を経ないでも、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。 

  ①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき。 
  ②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要がある

とき。 
  ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

延滞金について 
納期限までに完納されないときは、延滞金の納付が必要です。 

[延滞金の計算方法] 
○納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、税額に次の表の年当たりの割合をか 
けて計算します。 

○閏
じゅん

年の日を含む期間についても3 6 5日当たりの割合とします。 

○延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額 
が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

○算出された延滞金額に1 0 0円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であ 
るときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

期  間 原則 
令和３年１月１日以後の特例 
延滞金特例基準割合が年7 . 3％ 
の割合に満たない場合に適用 

納期限の翌日から１月を経過する日まで
の期間 

年7 . 3％ 
延滞金特例基準割合＋年１％ 
上限年7 . 3％ 

納期限の翌日から１月を経過した日以後
の期間 

年14.6％ 
延滞金特例基準割合＋年7 . 3％ 
上限年14.6％ 

※延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％の割 
合を加算した割合をいいます。 

※法人県民税、法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金（地方税法第65条及び72条の45の２）、
平成25年12月31日以前の期間にかかる延滞金並びに平成26年１月１日から令和２年12月31日ま
での期間にかかる延滞金の計算は、別の割合が適用されます。 

※その他、地方税法に特別の定めのある期間については、それぞれの規定が適用されます。 
 
納付場所 
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第４号様式（その８）（第３条関係） 

 

 

 

 

 

狩 猟 税 納 税 通 知 書              
年  月  日  

 納税者の住所及び氏名 様 
香川県県税事務所長 □印  

 
 次のとおり賦課決定したので納期限までに納付してください。 

 年  度 徴 収 番 号  
 年度   

 税    率 納 付 済 額 税    額 納  期  限  
 円 円 円 年  月  日  

 
課税の根拠 地方税法第700条の51、香川県税条例第１条 
 
納期限までに納付しなかった場合の措置 

納期限までに納付しなかった場合には、督促及び滞納処分が行われます。 
 

不服がある場合 
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内

に、香川県知事に書面で審査請求をすることができます。 
処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６月以内に香川県を被告（被告の代表者は香川県知事）として
提起することができます。 

なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することが
できないとされていますが、以下の場合は裁決を経ないでも、処分の取消しの訴えを提起す
ることができます。 

  ①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき。 
  ②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要がある

とき。 
  ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

延滞金について 
納期限までに完納されないときは、延滞金の納付が必要です。 

[延滞金の計算方法] 
○納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、税額に次の表の年当たりの割合をか 
けて計算します。 

○閏
じゅん

年の日を含む期間についても3 6 5日当たりの割合とします。 

○延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額 
が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

○算出された延滞金額に1 0 0円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であ 
るときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

期  間 原則 
令和３年１月１日以後の特例 

延滞金特例基準割合が年7 . 3％ 
の割合に満たない場合に適用 

納期限の翌日から１月を経過する日
までの期間 

年7 . 3％ 
延滞金特例基準割合＋年１％ 
上限年7 . 3％ 

納期限の翌日から１月を経過した日
以後の期間 

年14.6％ 
延滞金特例基準割合＋年7 . 3％ 
上限年14.6％ 

※延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％の割 
合を加算した割合をいいます。 

※法人県民税、法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金（地方税法第65条及び72条の45の２）、 
平成25年12月31日以前の期間にかかる延滞金並びに平成26年１月１日から令和２年12月31日
までの期間にかかる延滞金の計算は、別の割合が適用されます。 

※その他、地方税法に特別の定めのある期間については、それぞれの規定が適用されます。 
 
納付場所 
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 第４号様式の２（その１のイ）（納税通知書（変更分）の裏面）中「平成26年１月１日」を「令和３年１月１日」に、「特例基準割合」を「延滞金特例基

準割合」に、「（租税特別措置法第93条第２項）」を「とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％の割合を加算した割合をいいま

す。」に改め、「国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年１％を加えた割合です。」を

削り、「並びに平成25年12月31日」を「、平成25年12月31日」に改め、「期間にかかる延滞金」の次に「並びに平成26年１月１日から令和２年12月31日まで

の期間にかかる延滞金」を加える。 

 第４号様式の２（その３）及び第４号様式の２（その４）を次のように改める。 
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第４号様式の２（その３）（第３条関係） 

 

 
 

県たばこ税変更納税通知書              
年  月  日

 納税者の住所及び氏名又は名称 様 
香川県県税事務所長 □印

 次のとおり変更したので通知します。 

 

 年   度 徴 収 番 号  

 年度   

 区 分 課  税  標  準  数  量 税  率 税   額  

 

変更後 
の額  

旧３級品の紙巻きたばこを除く
製造たばこ 

本 
  円

1,000本  円  

 旧 ３ 級 品 の 紙 巻 き た ば こ 本 
  円

1,000本  円  

 計  ① 円  

 

変更前 
の額  

旧３級品の紙巻きたばこを除く
製造たばこ 

本 
  円

1,000本  円  

 旧 ３ 級 品 の 紙 巻 き た ば こ 本 
  円

1,000本  円  

 計  ② 円  

 差         額 ①－②  
増 円  

 減 円  

 納    期    限 年    月    日   

 変更の理由     

 
課税の根拠 地方税法第74条の２、第74条の３、香川県税条例第１条 
 
納期限までに納付しなかった場合の措置 

納期限までに納付しなかった場合には、督促及び滞納処分が行われます。 
 

不服がある場合 
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、香川県知

事に書面で審査請求をすることができます。 
処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを知った日の翌

日から起算して６月以内に香川県を被告（被告の代表者は香川県知事）として提起することができます。 
なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとさ

れていますが、以下の場合は裁決を経ないでも、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
  ①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき。 
  ②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
  ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

延滞金について 
納期限までに完納されないときは、延滞金の納付が必要です。 

[延滞金の計算方法] 
○納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、税額に次の表の年当たりの割合をかけて計算しま 

す。 

○閏
じゅん

年の日を含む期間についても3 6 5日当たりの割合とします。 

○延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未 
満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

○算出された延滞金額に1 0 0円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、そ 
の端数金額又はその全額を切り捨てます。 

期  間 原則 
令和３年１月１日以後の特例 

延滞金特例基準割合が年7 . 3％ 
の割合に満たない場合に適用 

納期限の翌日から１月を経
過する日までの期間 

年7 . 3％ 
延滞金特例基準割合＋年１％ 
上限年7 . 3％ 

納期限の翌日から１月を経
過した日以後の期間 

年14.6％ 
延滞金特例基準割合＋年7 . 3％ 
上限年14.6％ 

※延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％の割合を加算し 
た割合をいいます。 

※法人県民税、法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金（地方税法第65条及び72条の45の２）、平成25年12 
月31日以前の期間にかかる延滞金並びに平成26年１月１日から令和２年12月31日までの期間にかかる延滞
金の計算は、別の割合が適用されます。 

※その他、地方税法に特別の定めのある期間については、それぞれの規定が適用されます。 
 
納付場所 
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第４号様式の２（その４）（第３条関係） 

 

 
軽油引取税変更納税通知書              

年  月  日  
 納税者の住所及び氏名又は名称 様 

香川県県税事務所長 □印  
 次のとおり変更したので通知します。 

 年 度 徴  収  番  号  

 年度   

 区 分 課 税 標 準 量 税 率 税 額 納 期 限  

 変更後の額①  円 円 

年  月  日 

 

 変更前の額②  円 円  

 
差     額 ①－② 

増 円  

 減 円  

 変 更 の 理 由   

 
課税の根拠 地方税法第144条の２（第144条の22、第144条の25）、香川県税条例第１条 
 
納期限までに納付しなかった場合の措置 

納期限までに納付しなかった場合には、督促及び滞納処分が行われます。 
 

不服がある場合 
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、香川県知事に

書面で審査請求をすることができます。 
処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６月以内に香川県を被告（被告の代表者は香川県知事）として提起することができます。 
なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされて

いますが、以下の場合は裁決を経ないでも、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
  ①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき。 
  ②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
  ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 
延滞金について 

納期限までに完納されないときは、延滞金の納付が必要です。 
[延滞金の計算方法] 
○納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、税額に次の表の年当たりの割合をかけて計算します。 

○閏
じゅん

年の日を含む期間についても3 6 5日当たりの割合とします。 

○延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が2,000円未満 
であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

○算出された延滞金額に1 0 0円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その 
端数金額又はその全額を切り捨てます。 

期  間 原則 
令和３年１月１日以後の特例 

延滞金特例基準割合が年7 . 3％ 
の割合に満たない場合に適用 

納期限の翌日から１月を経過する日までの期間 年7 . 3％ 
延滞金特例基準割合＋年１％ 
上限年7 . 3％ 

納期限の翌日から１月を経過した日以後の期間 年14.6％ 
延滞金特例基準割合＋年7 . 3％ 
上限年14.6％ 

※延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％の割合を加算した割
合をいいます。 

※法人県民税、法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金（地方税法第65条及び72条の45の２）、平成25年12月
31日以前の期間にかかる延滞金並びに平成26年１月１日から令和２年12月31日までの期間にかかる延滞金の計
算は、別の割合が適用されます。 

※その他、地方税法に特別の定めのある期間については、それぞれの規定が適用されます。 
 
納付場所 
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 第４号様式の２（その５）中「平成26年１月１日」を「令和３年１月１日」に、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に、「（租税特別措置法第93

条第２項）」を「とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％の割合を加算した割合をいいます。」に改め、「国内銀行の新規の短 

期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年１％を加えた割合です。」を削り、「並びに平成25年12月31日」を

「、平成25年12月31日」に改め、「期間にかかる延滞金」の次に「並びに平成26年１月１日から令和２年12月31日までの期間にかかる延滞金」を加える。 

 第４号様式の２（その６）及び第４号様式の２（その７）を次のように改める。 
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第４号様式の２（その６）（第３条関係） 

 鉱区税変更納税通知書              
年  月  日  

  納税者の住所及び氏名又は名称 様 
香川県県税事務所長 □印  

  次のとおり変更したので通知します。 

 年 度 徴 収 番 号  
 

年度  
 

 区 分 課 税 標 準 税 率 月 割 税  額 納 期 限  
 変更後の額①  円 ／12 円 

年 月 日 

 

 変更前の額②  円 ／12 円  

 
差    額 ①－② 

増 円  

 減 円  

 変更の理由      

 
課税の根拠 地方税法第178条、香川県税条例第１条 
 
納期限までに納付しなかった場合の措置 

納期限までに納付しなかった場合には、督促及び滞納処分が行われます。 
 

不服がある場合 
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、

香川県知事に書面で審査請求をすることができます。 
処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６月以内に香川県を被告（被告の代表者は香川県知事）として提起する
ことができます。 
なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ

ないとされていますが、以下の場合は裁決を経ないでも、処分の取消しの訴えを提起することが
できます。 

  ①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき。 
  ②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。 
  ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 
延滞金について 

納期限までに完納されないときは、延滞金の納付が必要です。 
[延滞金の計算方法] 
○納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、税額に次の表の年当たりの割合 
をかけて計算します。 

○閏
じゅん

年の日を含む期間についても3 6 5日当たりの割合とします。 

○延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の 
全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

○算出された延滞金額に1 0 0円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満 
であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

期  間 原則 
令和３年１月１日以後の特例 

延滞金特例基準割合が年7 . 3％ 
の割合に満たない場合に適用 

納期限の翌日から１月を経過
する日までの期間 

年7 . 3％ 
延滞金特例基準割合＋年１％ 
上限年7 . 3％ 

納期限の翌日から１月を経過
した日以後の期間 

年14.6％ 
延滞金特例基準割合＋年7 . 3％ 
上限年14.6％ 

※延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％ 
の割合を加算した割合をいいます。 

※法人県民税、法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金（地方税法第65条及び72条の45の 
２）、平成25年12月31日以前の期間にかかる延滞金並びに平成26年１月１日から令和２年12月31日ま
での期間にかかる延滞金の計算は、別の割合が適用されます。 

※その他、地方税法に特別の定めのある期間については、それぞれの規定が適用されます。 
 
納付場所 
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第４号様式の２（その７）（第３条関係） 

 
狩 猟 税 変 更 納 税 通 知 書              

年  月  日  
  納税者の住所及び氏名 様 

香川県県税事務所長 □印  
  次のとおり変更したので通知します。 

 年    度 徴 収 番 号  
 

年度  
 

 区   分 税   率 納付済額 税   額 納 期 限  
 変更後の額① 円 円 円 

年 月 日 

 

 変更前の額② 円 円 円  

 
差      額 ①－② 

増 円  

 減 円  

 変更の理由      

 
課税の根拠 地方税法第700条の51、香川県税条例第１条 
 
納期限までに納付しなかった場合の措置 

納期限までに納付しなかった場合には、督促及び滞納処分が行われます。 
 

不服がある場合 
この処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して３月

以内に、香川県知事に書面で審査請求をすることができます。 
処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６月以内に香川県を被告（被告の代表者は香川県知
事）として提起することができます。 
なお、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起するこ

とができないとされていますが、以下の場合は裁決を経ないでも、処分の取消しの訴え
を提起することができます。 

  ①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき。 
  ②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要が

あるとき。 
  ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

延滞金について 
納期限までに完納されないときは、延滞金の納付が必要です。 

[延滞金の計算方法] 
○納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、税額に次の表の年当たりの割合 
をかけて計算します。 

○閏
じゅん

年の日を含む期間についても3 6 5日当たりの割合とします。 

○延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はその税額の 
全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

○算出された延滞金額に1 0 0円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満 
であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

期  間 原則 
令和３年１月１日以後の特例 
延滞金特例基準割合が年7 . 3％ 
の割合に満たない場合に適用 

納期限の翌日から１月を経
過する日までの期間 

年7 . 3％ 
延滞金特例基準割合＋年１％ 
上限年7 . 3％ 

納期限の翌日から１月を経
過した日以後の期間 

年14.6％ 
延滞金特例基準割合＋年7 . 3％ 
上限年14.6％ 

※延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％ 
の割合を加算した割合をいいます。 

※法人県民税、法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金（地方税法第65条及び72条の45の 
２）、平成25年12月31日以前の期間にかかる延滞金並びに平成26年１月１日から令和２年
12月31日までの期間にかかる延滞金の計算は、別の割合が適用されます。 

※その他、地方税法に特別の定めのある期間については、それぞれの規定が適用されます。 
 
納付場所 
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 第５号様式（その１）（第３片の裏面）、第５号様式（その２）（第３片の裏面）、第５号様式（その３）（納付書の裏面）、第５号様式（その４）（納

付書の裏面）及び第５号様式（その５）（納付書の裏面）中「平成26年１月１日」を「令和３年１月１日」に、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」

に、「（租税特別措置法第93条第２項）」を「とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％の割合を加算した割合をいいます。」に

改め、「国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年１％を加えた割合です。」を削り、「

並びに平成25年12月31日」を「、平成25年12月31日」に改め、「期間にかかる延滞金」の次に「並びに平成26年１月１日から令和２年12月31日までの期間に

かかる延滞金」を加える。 

第５号様式（その６）（第３片の裏面）を次のように改める。 
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（第３片の裏面） 

 

 

 

 

 
延滞金について 

納期限までに完納されないときは、延滞金の納付が必要です。 
[延滞金の計算方法] 
○納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、税額に次の表の年当た
りの割合をかけて計算します。 

○閏
じゅん

年の日を含む期間についても365日当たりの割合とします。 

○延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はそ
の税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を
切り捨てます。 

○算出された延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が
1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

期  間 原則 
令和３年１月１日以後の特例 
延滞金特例基準割合が年7 . 3％ 
の割合に満たない場合に適用 

納期限の翌日から１月を経
過する日までの期間 

年7 . 3％ 
延滞金特例基準割合＋年１％ 
上限年7 . 3％ 

納期限の翌日から１月を経
過した日以後の期間 

年14.6％ 
延滞金特例基準割合＋年7 . 3％ 
上限年14.6％ 

※延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割
合に年１％の割合を加算した割合をいいます。 

※法人県民税、法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金（地方税法第65条及び
72条の45の２）、平成25年12月31日以前の期間にかかる延滞金並びに平成26年
１月１日から令和２年12月31日までの期間にかかる延滞金の計算は、別の割合
が適用されます。 

※その他、地方税法に特別の定めのある期間については、それぞれの規定が適用
されます。 

 

納  付（入）場  所 
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第５号様式（その８）（納付書の裏面）を次のように改める。 
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（納付書の裏面） 

 

 

 

 

 

 この受領証は、重要な証拠となりま

すから大切に保存してください。 

 

延滞金について 

納期限までに完納されないときは、延滞金の納付が必要です。 

[延滞金の計算方法] 

○納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じ、税額に次の表の年当た

りの割合をかけて計算します。 

○閏
じゅん

年の日を含む期間についても365日当たりの割合とします。 

○延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるとき、又はそ

の税額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を

切り捨てます。 

○算出された延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000

円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。 

期  間 原則 
令和３年１月１日以後の特例 
延滞金特例基準割合が年7 . 3％ 
の割合に満たない場合に適用 

納期限の翌日から１月を
経過する日までの期間 

年7 . 3％ 
延滞金特例基準割合＋年１％ 
上限年7 . 3％ 

納期限の翌日から１月を
経過した日以後の期間 

年14.6％ 
延滞金特例基準割合＋年7 . 3％ 
上限年14.6％ 

※延滞金特例基準割合とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合

に年１％の割合を加算した割合をいいます。 

※法人県民税、法人事業税の納期限の延長の場合の延滞金（地方税法第65条及び72

条の45の２）、平成25年12月31日以前の期間にかかる延滞金並びに平成26年１月

１日から令和２年12月31日までの期間にかかる延滞金の計算は、別の割合が適用

されます。 

※その他、地方税法に特別の定めのある期間については、それぞれの規定が適用さ

れます。 

この払込取扱票の裏面には、何も記載しないでください。 

御注意 

 この払込書は、機械で処理します

ので、本票を汚したり、折り曲げた

りしないでください。 
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第７号様式（督促状の裏面）中「平成26年１月１日」を「令和３年１月１日」に、「特例基準割合」を「延滞金特例基準割合」に、「（租税特別措置法第

93条第２項）」を「とは、租税特別措置法第93条第２項に規定する平均貸付割合に年１％の割合を加算した割合をいいます。」に改め、「国内銀行の新規の

短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年１％を加えた割合です。」を削り、「並びに平成25年12月31日」

を「、平成25年12月31日」に改め、「期間にかかる延滞金」の次に「並びに平成26年１月１日から令和２年12月31日までの期間にかかる延滞金」を加える。 

第38号様式（その１）を次のように改める。
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第38号様式（その１）（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

法人県民税・事業税・特別法人事業税・地方法人特別税   通知書 

年  月  日 

納税者の所在地及び名称    様 

香川県県税事務所長 印 

次のとおり更正・決定したので通知します。 

 

   事 業 年 度 年  月  日から    年  月  日まで 徴  収  番  号  
事業税・特別法人事業税・地方法人特別税 県     民     税 

区    分 課 税 標 準   税 率 税    額 

法

人

税

割

額 

課 税 標 準  円 
｜  ｜  ｜    

 
 

 
 

第
一
号
に
掲
げ
る
事
業 

 
 

 
 

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項 

所 

得 

割 

額 

年   万 円 
以 下 の 金 額 

① 円 

｜  ｜  ｜    
％ 

 

円 

｜  ｜  ｜    税 率  ％ 
 

年  万円を超え 
年  万円以下の金額 

②  

｜  ｜  ｜      

｜  ｜  ｜    法 人 税 割 額 ㉛ 
円 

 

｜  ｜  ｜    
年    万 円 を 
超 え る 金 額 

③ 
 

｜  ｜  ｜     
 

｜  ｜  ｜    
道 府 県 民 税 の 特 定 

寄 附 金 税 額 控 除 額 
㉜  

｜  ｜  ｜    
小  計 
①+②+③ 

④ 
 

｜  ｜  ｜     
 

｜  ｜  ｜    
外国関係会社等に係る控除対象所得税
額等相当額又は個別控除対象所得税額
等 相 当 額 の 控 除 額 

㉝  
｜  ｜  ｜    

軽 減 税 率 不 適 用 
法 人 の 金 額 

⑤ 
 

｜  ｜  ｜     
 

｜  ｜  ｜    
外 国 の 法 人 税 等 の 

額 の 控 除 額 
㉞  

｜  ｜  ｜    
付 加 価 値 割 額 ⑥ 

 

｜  ｜  ｜     
 

｜  ｜  ｜    
仮装経理に基づく法人税

割 額 の 控 除 額 
㉟  

｜  ｜  ｜    
資  本  割  額 ⑦ 

 

｜  ｜  ｜     
 

｜  ｜  ｜    利 子 割 額 の 控 除 額 ㊱  
｜  ｜  ｜    

掲
げ
る
事
業 

同
第
二
号
に 

収  入 ’ 割  額 ⑧  

｜  ｜  ｜    
  

｜  ｜  ｜    
差 引 法 人 税 割 額 

㉛-㉜-㉝-㉞-㉟-㊱ 
㊲  

｜  ｜  ｜    
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業 

法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項 

所 得 割 額 ⑨ 
 

｜  ｜  ｜     
 

｜  ｜  ｜    
既 に 納 付 の 確 定 し た 

当 期 分 の 法 人 税 割 額 
㊳  

｜  ｜  ｜    
付 加 価 値 割 額 ⑩ 

 

｜  ｜  ｜     
 

｜  ｜  ｜    
租税条約の実施に係る 

法 人 税 割 額 の 控 除 額 
㊴  

｜  ｜  ｜    
資  本  割  額 ⑪ 

 

｜  ｜  ｜     
 

｜  ｜  ｜    
既還付請求利子割額が 

過大である場合の納付額 
㊵  

｜  ｜  ｜    
収  入 ’ 割  額 ⑫ 

 

｜  ｜  ｜     
 

｜  ｜  ｜    差 引 ㊲-㊳-㊴+㊵ ㊶  
｜  ｜  ｜    

計     (④又は⑤)+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫ ⑬ 
 

｜  ｜  ｜    均

等

割

額 

均 等 割 額 算 定 月 数 

及 び 均 等 割 額 
㊷ 

月  

 ｜  ｜    
平成 2 7 年改正法附則第 8 条又は 

平成28 年改正法附則第5 条の控除額 ⑭ 
円 

｜  ｜  ｜   

事 業 税 の 特 定 寄 附 

金 税 額 控 除 額 
⑮ 

 

｜  ｜  ｜    減 免 の 金 額 ㊸  
｜  ｜  ｜    

仮 装 経 理 に 基 づ く 

事 業 税 額 の 控 除 額 
⑯ 

 

｜  ｜  ｜   
課 税 免 除 の 金 額 ⑰ 

 

｜  ｜  ｜    
既 に 納 付 の 確 定 し た 

当 期 分 の 均 等 割 額 
㊹  

｜  ｜  ｜    
差  引 

⑬-⑭-⑮-⑯-⑰ 
⑱ 

 

｜  ｜  ｜   

既に納付の確定した 

当 期 分 の 事 業 税 額 
⑲ 

 

｜  ｜  ｜    差 引 ㊷-㊸-㊹ ㊺  
｜  ｜  ｜    

租税条約の実施に係る

事 業 税 額 の 控 除 額 
⑳ 

 

｜  ｜  ｜   

差引増減額 

⑱-⑲-⑳ 
㉑ 

 

｜  ｜  ｜    差引増減額 ㊶+㊺ ㊻  
｜  ｜  ｜    

区    分 課 税 標 準   税 率 税    額 

利
子
割
額
に
関
す
る
計
算 

利 子 割 額 ㊼  
｜  ｜  ｜    法第72条の2第1項第1号に掲げる事業の

所得割に係る特別法人事業税額又は    
地 方 法 人 特 別 税 額 

㉒ 
円 

｜  ｜  ｜    
％ 

 

円 

｜  ｜  ｜    控 除 し た 金 額 ㊽  
｜  ｜  ｜    

法第72条の2第1項第2号に掲げる事業の
収入割に係る特別法人事業税額又は    
地 方 法 人 特 別 税 額 

㉓  

｜  ｜  ｜    
  

｜  ｜  ｜    
控除しきれなかった金額 

㊼-㊽ 
㊾  

｜  ｜  ｜    
法第72条の2第1項第3号に掲げる事業の

収入割に係る特別法人事業税額 ㉔  

｜  ｜  ｜    
  

｜  ｜  ｜    
既に還付を請求した利子割額 ㊿  

｜  ｜  ｜    
計 

㉒+㉓+㉔ 
㉕ 

 

｜  ｜  ｜   

仮装経理に基づく特別法人事業税額  

又は地方法人特別税額の控除額 ㉖ 
 

｜  ｜  ｜    
既還付請求利子割額が過大である

場 合 の 納 付 額 ㊿ - ㊾ 
  

｜  ｜  ｜    
差 引 

㉕-㉖ 
㉗ 

 

｜  ｜  ｜   

既に納付の確定した当期分の特別 
法人事業税額又は地方法人特別税額 ㉘ 

 

｜  ｜  ｜    利 子 割 還 付 額 ㊾ - ㊿   
｜  ｜  ｜    

租税条約の実施に係る特別法人事業税
額又は地方法人特別税額の控除額 ㉙ 

 

｜  ｜  ｜   

差 引 増 減 額 

㉗-㉘-㉙ 
㉚ 

 

｜  ｜  ｜    

更

正

・

決

定

の

理

由 

 

区      分 不足・増加税額 率 加  算  金  額 

加 

算 

金 

（ 加 重 対 象 ） 

過 少 申 告 加 算 金 ○51  
円 

｜  ｜  ｜    
％ 

 

円 

｜  ｜  ｜    
（ 加 重 対 象 ） 

不 申 告 加 算 金 ○52   

｜  ｜  ｜    
  

｜  ｜  ｜    
重 加 算 金 ○53  

 

｜  ｜  ｜     
 

｜  ｜  ｜    
加 算 金 額 計 

○51 +○52 +○53  
○54  

 

｜  ｜  ｜   
加算金既決定額 ○55  

 

｜  ｜  ｜    
差 引 増 減 額 

○54 -○55  
○56  

 

｜  ｜  ｜   

納 付 す べ き 額 

○21 +○30 +○46 +○56  ○57  
 

｜  ｜  ｜    
指 定 納 期 限 年   月   日 納 付 場 所 納付書裏面一覧表のとおり 

指定納期限まで
の延滞金額． 

事業税及び特別法人事業
税又は地方法人特別税 

円 

｜  ｜  ｜   
県 民 税 

円 

｜  ｜  ｜    

注

意 

１ 税金、加算金及び延滞金は、同時に納めてください。なお、延滞金の計算方法は、納付書裏面に記載してあります。 

２ この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に,香川県知事に書面で審査請求をすることができます。 

  この処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に香川県を被告として提起することがで

きます。この場合においては、香川県知事が被告の代表者となります。なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができ

ないこととされていますが、①審査請求があった日から３月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の

必要があるとき、③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。 

更正

決定 

(

事
業
税) 

(

特
別
法
人
事
業
税
又
は
地
方
法
人
特
別
税) 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年１月１日から施行する。ただし、第38号様式（その１）の改正規定は同年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第16条の２の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和３年１月１日以後に支出する寄附金について適用する。 

３ 改正前の第５号様式（その１）、第５号様式（その２）、第５号様式（その６）及び第５号様式（その８）による用紙は、当分の間、使用することがで

きる。 

 


